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a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

日程 場所
10月２日㈪ 西原総合教育施設 ※

３日㈫ 柳沢第三市民集会所
４日㈬ 谷戸公民館
５日㈭ 保谷駅前公民館
６日㈮ 柳沢公民館

午前９時～11時30分・午後１時～４時
※西原総合教育施設のみ午前10時から

※申請手続きには本人確認書類などが必
要です。詳細は、お問い合わせください。
◆マイナンバー専用ダイヤル
　p042－460－9845
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

保護者助成金の支給

子育て・教育

d市内在住で次の全てに該当する保護者
●  認可外保育施設（東京都の補助事業の

対象となっている認証保育所、定期的
利用保育事業実施施設および企業主導
型保育施設）に入所している児童と同
居している

●  保育料を完納している
●  月決めで保育を利用する契約を締結し

ている（一時保育は対象外）
□助成金額（月額）　
子ども１人につき１万6,000円
i９月22日㈮までに、施設を通じて配
布される申請書を各施設に提出　
※ベビーホテルは対象外
◆保育課np042－497－4926

子ども医療費助成制度
〜○乳・○子 医療証の送付〜
　現在乳・子医療証をお持ちで、現況届
が省略となった方、または現況届を提出
済みの方には、新しい医療証を９月下旬
に送付します。
　現況届が必要な方には７月末に書類を
送付しています。まだ提出していない方
はお早めに提出してください。本制度の
対象となる方で医療証をお持ちでない場
合は、申請が必要です。
◆子育て支援課np042－460－9840

市立小・中学校の学校選択制度

　新入学の児童・生徒を対象に、住所地
の指定校以外の市立小・中学校に入学を
希望する場合は、希望校を事前に申し立

地域づくりに役立つ活動を対象に、事業
費の一部を補助します。
d市内の自治会・町内会およびマンショ
ン管理組合
□補助金額　①と②の合計
①団体割額：１万2,000円　
②世帯割額：200円×加入世帯数
※1,000円未満は切り捨て
i10月２日㈪～31日㈫に、申請書類を
協働コミュニティ課（保谷庁舎３階）へ持参
※詳細は、お問い合わせください。
◆協働コミュニティ課op042－438－
4046・mkyoudou@city.nishitokyo.
lg.jp

公共下水道への切替を

　現在、市内のほぼ全域で公共下水道（汚
水）の利用ができます。
　トイレが水洗でも浄化槽を利用してい
ると、洗濯や流しなどの汚水は直接河川
に流れ込み、悪臭・汚濁の原因となります。
　浄化槽・くみ取り便所を利用している
場合は、遅滞なく公共下水道に接続する
ことが法律で義務付けられていますので、
早めの切替をお願いします。
i市の指定下水道工事店（市kで紹介）へ
◆下水道課op042－438－4058

雨水浸透施設の助成制度のご利用を

　集中豪雨や台風による浸水被害を軽減
するための取組の一つとして、宅地内に
雨水浸透施設（屋根に降った雨を道路や
河川に流さず地下に浸透させる）を設置
する際の工事費用の一部（15万円まで）を
助成しています。
d市内にある個人所有の住宅
□実施期間　平成30年２月まで（予定）
※詳細は、お問い合わせください。

浸透ますの設置例
◆下水道課op042－438－4059

９月１日現在の選挙人名簿登録者数
（定時登録）などが確定

選挙

□登録者数　男性８万973人、女性８万
6,500人、計16万7,473人
前回の選挙時登録者数と比較すると、男
性261人増、女性270人増、計531人増
加しています。
□定時登録の要件
①日本国民
②平成11年９月２日以前の生まれ
③９月１日現在、引き続き３カ月以上本

市 連からの 絡 帳

国民年金保険料免除・猶予、
学生納付特例制度の特例認定

届け出・年金

　国民年金保険料免除・猶予や学生特例
申請を行う際に、※審査対象者の中に失
業などされた方がいるときは、離職票ま
たは雇用保険受給資格者証の写しなどを
添付することで、失業などされた方の所
得を除外して審査ができます。
※審査対象者
● 免除…本人・配偶者・世帯主
● 猶予…本人・配偶者
● 学生納付特例…本人

申請年度 退職日
平成27年度分（平成
27年８月～翌年６月）

平成25年12月31日
～28年 ７月30日

平成28年度分（平成
28年７月～翌年６月）

平成26年12月31日
～29年 ７月30日

平成29年度分（平成
29年７月～翌年６月）

平成27年12月31日
～30年 ７月30日

※申請日より原則２年１カ月前までさか
のぼって申請できます。
※一般的な退職証明書・健康保険資格喪
失証明書は不可
※特例認定による免除が承認された場合
は継続審査は利用不可
j武蔵野年金事務所p0422－56－1411
◆保険年金課np042－460－9825

市民課 サタデーサービス

　土曜日に、住民票や印鑑証明書などの
交付、転出・転入手続きなどができます。
※内容によっては取り扱えない場合があり
ますので、事前にお問い合わせください。
a・b
● 第１・３・５㈯…保谷庁舎
● 第２・４㈯………田無庁舎
いずれも午前９時～午後０時30分
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

マイナンバーカード申請受付
出張窓口
　マイナンバーカードの交付申請がまだ
お済みでない方、カードを作りたいが申
請方法がよく分からないという方は、こ
の機会をぜひご利用ください。

てることができます。
d平成30年度新入学児童・生徒
h認め印
□受付窓口
a10月２日㈪～31日㈫
b教育企画課（保谷庁舎３階）
□臨時窓口
a10月18日㈬～20日㈮
b田無庁舎１階
※本市に転入予定の方は別途必要書類あ
り。詳細は下記へお問い合わせください。
□学校選択制度のご案内
９月上旬に、対象の方へ「学校選択制度
のご案内」を送付しました（市立小学校の
６年生には在籍校で配布）。届いていな
い場合は、下記へご連絡ください。
□学校案内パンフレット
教育企画課（保谷庁舎３階）・市民相談室

（田無庁舎２階）で配布
◆教育企画課o
　p042－438－4071

民間賃貸住宅への入居や
居住継続にお困りの方へ

くらし

　住宅確保要配慮者民間賃貸住宅入居支
援・居住継続支援制度をご活用ください。
❖住宅探しのお手伝い
c市と協定を結んだ保証会社の担当者
が不動産会社へ同行するなど

d本市の住民基本台帳に記載され、収
入があり、次のいずれかに該当する方
● 高齢者世帯（65歳以上のみの世帯）
●  障害者世帯（身体障害者手帳４級以上・

愛の手帳３度以上・精神障害者保健福
祉手帳２級以上の所持者がいる世帯）

●  ひとり親世帯（18歳未満の子と父また
は母いずれかのみの世帯）

❖保証委託契約のあっせん
c住宅を借りる際に保証人が見つから
ない場合のあっせん
d「住宅探しのお手伝い」に同じ
❖保証委託料の助成
c本制度であっせんされた保証会社と保
証委託契約を締結した場合、新規契約時
と初回更新時の保証委託料の一部を助成
□助成額　委託料の２分の１（２万円まで）
d保証会社と保証委託契約を締結した
方で、市内に２年以上居住し、市が定め
る所得基準内にある方
※そのほか詳細な条件がありますので、
事前にお問い合わせください。
◆住宅課o
　p042－438－4052

自治会・町内会などの活動を応援
します！（補助金の申請受付）

　市内の自治会・町内会およびマンショ
ン管理組合が実施する地域福祉の促進や

　平成30年４月に小学校へ入学する
お子さん（平成23年４月２日～翌年４
月１日生まれ）の健康診断を各小学校
で行います。
　健康診断の通知書は、対象者の保護
者宛てに送付しますが、次に該当する
方は学校運営課へご連絡ください。
●  10月11日㈬までに通知書が届か 

ない　
●  受診指定校の健康診断を欠席する

（他校での受診可）　
●  平成30年３月末日までに引っ越し

の予定がある
a・b下表参照
※受付時間：午後１時30分～１時45分
h就学時健康診断通知書（必要事項は
事前に記入）・筆記用具・上履き・履
き物を入れる袋
◆学校運営課o
　p042－438－4073

小 学 校 就 学 時 健 康 診 断

学校名 日程 学校名 日程 学校名 日程
田無小 10月17日㈫ 本町小 10月30日㈪ 谷戸小 11月14日㈫
保谷第一小 18日㈬ 東伏見小 31日㈫ 芝久保小 16日㈭
栄小 19日㈭ けやき小 11月 １日㈬ 谷戸第二小 21日㈫
中原小 24日㈫ 住吉小 2日㈭ 保谷第二小 22日㈬
東小 25日㈬ 碧山小 7日㈫ 保谷小 28日㈫
柳沢小 27日㈮ 上向台小 ９日㈭ 向台小 29日㈬

地域の危険箇所（入りやすくて見えにくい場所）を
なくしましょう

　子どもや女性を狙った声掛け・公然
わいせつなどの犯罪が発生しています。
□不審者の行動　ターゲットを物色し
ながら、入りやすくて（自由に行き来
できる）見えにくい場所を移動して、
同じ行為を繰り返します。
□見えにくい場所とは　壁や木などで
周囲から見えにくいだけでなく、ごみ
が放置されているなど地域の目が届き
にくい場所も含まれます。

□「入りにくくて見えやすい」まちに
日頃から地域の環境を整え、お互いに
あいさつしやすい環境をつくり、不審
者が嫌う「地域の目が行き届いたまち」
を皆さんで作り上げていきましょう。
◆危機管理室op042－438－4010


